
平
成
二
十
六
年
総
務
省
・
農
林
水
産
省
・
国
土
交
通
省
令

第
二
号

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
規
則

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法

律
第
百
八
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十

一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
第
二
号
並
び
に
第
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

（
交
付
金
事
業
計
画
の
実
績
に
関
す
る
評
価
）

第
一
条
　
鹿
児
島
県
は
、
交
付
金
事
業
計
画
の
実
績
に
関

す
る
評
価
を
当
該
交
付
金
事
業
計
画
の
終
了
す
る
日
の

属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
十
二
月
末
日
ま
で
に
主
務
大

臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
鹿
児
島
県
は
、
前
項
の
評
価
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ

の
内
容
を
遅
滞
な
く
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他

の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。

（
産
業
振
興
促
進
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
二
条
　
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認

定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
奄
美
群
島
市
町
村
は
、
別

記
第
一
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
図
書
を

添
え
て
、
こ
れ
ら
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
計
画
区
域
に
含
ま
れ
る
行
政
区
画
を
表
示
し
た
図

面
又
は
縮
尺
、
方
位
、
目
標
と
な
る
地
物
及
び
計
画

区
域
を
表
示
し
た
付
近
見
取
図

二
　
産
業
振
興
促
進
計
画
の
工
程
表
及
び
そ
の
内
容
を

説
明
し
た
文
書

三
　
法
第
十
一
条
第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
て
い
る
場
合
に
は
、
実
施
主
体
の

特
定
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

四
　
法
第
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
同
意
を
得
た
こ

と
を
証
す
る
書
面

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
主
務
大
臣
が
必

要
と
認
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

２
　
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
法
第
十
一
条
第

四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
い
る
場
合
に

は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
補
助
金
等
交

付
財
産
の
所
在
を
表
示
し
た
図
面
を
添
付
す
る
よ
う
努

め
る
も
の
と
す
る
。

（
産
業
振
興
促
進
計
画
の
記
載
事
項
）

第
三
条
　
法
第
十
一
条
第
三
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
産
業
振
興
促
進
計
画
の
名
称

二
　
産
業
振
興
促
進
計
画
の
目
標
の
達
成
状
況
に
係
る

評
価
に
関
す
る
事
項

三
　
計
画
区
域
に
お
け
る
産
業
の
振
興
を
促
進
す
る
上

で
の
課
題

四
　
鹿
児
島
県
、
関
係
市
町
村
、
関
係
団
体
、
民
間
事

業
者
そ
の
他
の
者
と
の
適
切
な
役
割
分
担
及
び
連
携

に
関
す
る
事
項

五
　
法
第
十
一
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
す
る
場
合
に
は
、
補
助
金
等
交
付
財
産
の
名
称
、

現
行
の
用
途
、
補
助
金
等
交
付
財
産
に
充
て
ら
れ
た

補
助
金
等
及
び
当
該
補
助
金
等
交
付
財
産
を
所
管
す

る
府
省
の
名
称
、
補
助
金
等
交
付
財
産
の
処
分
の
方

法
及
び
実
施
主
体
並
び
に
補
助
金
等
交
付
財
産
の
処

分
後
の
用
途
に
関
す
る
事
項

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
主
務
大
臣
が
必

要
と
認
め
る
事
項

（
産
業
振
興
促
進
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
四
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
振
興

促
進
計
画
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
奄
美
群

島
市
町
村
は
、
別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
第

二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
図
書
の
う
ち
当
該
産
業
振

興
促
進
計
画
の
変
更
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る

も
の
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
十
三
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な

変
更
）

第
五
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
軽

微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
地
域
の
名
称
の
変
更
又
は
地
番
の
変
更
に
伴
う

変
更

二
　
計
画
期
間
の
六
月
以
内
の
変
更

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
産
業
振
興
促
進

計
画
の
実
施
に
支
障
が
な
い
と
主
務
大
臣
が
認
め
る

変
更附

　
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
月
四
日
総
務
省
・
農

林
水
産
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
総
務
省
・
農

林
水
産
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
三
一
日
総
務
省
・
農

林
水
産
省
・
国
土
交
通
省
令
第
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を

取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
記
第
一
号
様
式
（
第
二
条
関
係
）

別記第一号様式（第二条関係）

産業振興促進計画認定申請書

（第一面）

年 月 日

総 務 大 臣

農林水産大臣 殿

国土交通大臣

奄美群島市町村の長の氏名

奄美群島振興開発特別措置法（昭和２９年法律第１８９号）第１１条第１項の規定に基

づき、産業振興促進計画について認定を申請します。
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（第二面）

産業振興促進計画

（概要）

１ 計画区域

２ 計画期間

３ 計画区域において振興すべき業種

４ ３の業種の振興を促進するために行う事業の内容及び実施主体に関する事項

（第三面）

５ 産業振興促進計画の目標

６ 計画区域における産業の振興を促進する上での課題

７ 鹿児島県、関係市町村、関係団体、民間事業者その他の者との適切な役割分担及び連

携に関する事項

注 ５から７までに掲げる事項については、記載するよう努めること。

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

別
記
第
二
号
様
式
（
第
四
条
関
係
）

別記第二号様式（第四条関係）

産業振興促進計画変更認定申請書

年 月 日

総 務 大 臣

農林水産大臣 殿

国土交通大臣

奄美群島市町村の長の氏名

年 月 日付けで認定を受けた産業振興促進計画について下記のとおり変更し

たいので、奄美群島振興開発特別措置法（昭和２９年法律第１８９号）第１３条第１項の

規定に基づき、認定を申請します。

記

１ 変更事項

変 更 前 変 更 後

２ 変更事項の内容

変 更 前 変 更 後

注 変更事項の内容については、変更前と変更後を対比して記載してください。

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。
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